
第３３回木津川市都市計画審議会

【報告】
木津東地区の土地区画整理事業区域（予定）について

【協議】
相楽都市計画 道路の変更（原案）について
（木津東西線【木津川市決定】、奈良加茂線【京都府決定】）

令和７年１月２４日
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【報告】
木津東地区の土地区画整理事業区域（予定）
について
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木津東土地区画整理事業の予定区域（広域）について

◇事業概要
位 置：木津川市梅谷地内
権利者数：約２００名
区域面積：約４９．９ｈａ
事業手法：組合施行（業務代行方式）
将 来 像 ：研究開発型産業施設の集積
用途地域：第一種低層住居専用地域（暫定用途）
建蔽容積：４０％、６０％

木津東土地区画整理事業予定地
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木津東土地区画整理事業の予定区域（詳細）について

木津東土地区画整理事業予定地

※事業計画の検討の過程で微修正を行う可能性があります。
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市街化区域の内、木津東土地区画整理事業の区域除外地について

木津東土地区画整理事業予定地

※事業計画の検討の過程で微修正を行う可能性があります。

:既に土地利用が展開されているため区域除外

:天神神社用地のため区域除外

:沿道につき土地活用が可能なため区域除外

※いずれも権利者の了承を得ています。



【協議】
相楽都市計画 道路の変更（原案）について
（木津東西線【木津川市決定】、奈良加茂線【京都府決定】）
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変更予定の路線

３・５・３７ 奈良加茂線 L＝１，７４０ｍ

３・４・３３ 木津東西線 L＝１，８６９ｍ
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●都市計画道路とは

都市計画道路とは都市の将来像を実現し、円滑な都市交通と良好な都市環境を形成す
るために、都市の骨格を形成する主要な都市施設として「都市計画」に定める道路であり、
道路の種類に応じて府又は市が決定します。

１．都市計画道路の機能
・都市における円滑な移動を確保するための交通機能
・都市環境、都市防災等の面で良好な都市空間を形成し、供給処理施設
等の収容空間を確保するための空間機能
・都市構造を形成し、街区を構成するための市街地形成機能

２．都市計画道路の種別

種別 機能

自動車専用道路
都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道等専ら自動
車の交通の用に供する道路

幹 線 街 路
都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の
骨格を形成する道路

区 画 道 路 近隣住区等の宅地の利用に供するための道路

特 殊 街 路
専ら歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交
通の用に供する道路

都市の健全な発展と秩序ある整備を
図るために定めるもの。

・奈良加茂線
・木津東西線
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新旧対照図（広域）

：追加に係る区域（府決定）
：削除に係る区域（府決定）
：追加に係る区域（市決定）
：削除に係る区域（市決定）
：既決定に係る区域

凡例

区
画
整
理
に
併
せ
て
整
備
予
定

○木津東西線（木津川市決定）の変更理由
研究開発型産業施設等の立地を目指す
木津東地区における土地区画整理事業の
実施に当たり、都市計画道路の区域を一部
変更するものです。

○奈良加茂線（京都府決定）の変更理由
上記に伴い、木津東西線との接続位置が
変わり、その交差部分において若干の変更
が生じることから、都市計画道路の区域を
一部変更するものです。

→両路線について、市と府で同時告示予定



10

新旧対照図（拡大）

：追加に係る区域（府決定）
：削除に係る区域（府決定）
：追加に係る区域（市決定）
：削除に係る区域（市決定）
：既決定に係る区域

凡例

変更前

変更後
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交差点詳細図（新旧対照）

土地区画整理事業による研究開発型産業施設
の集積を見込み、交通量調査を実施の上、
隅切り長、滞留長、シフト長、テーパー長を
算出しています。

隅切り長

滞留長

シフト長、テーパー長
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（参考）木津東西線標準断面図

※標準断面に変更はありません。



●今後の都市計画変更手続き

都市計画 (案)の作成

都市計画(案)の公告・縦覧

京都府都市計画審議会

都市計画の変更告示

都市計画(原案)の作成

木津川市決定 京都府決定

木津川市都市計画審議会

都市計画(案)の作成

都市計画(案)の公告・縦覧

木津川市都市計画審議会

都市計画の変更告示

地元説明会

京都府知事への協議

意見書の提出意見書の提出
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案の申出
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木津東地区に係る今後のスケジュールイメージ（令和７年１月現在時点）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

都
市
計
画
手
続
き

事

業

進

捗

・道路の変更
・用途地域の変更
・高度地区の変更
・特別用途地区の変更
・地区計画の決定

組合設立認可
組合
解散

事業認可
仮換地指定 使用収益開始

換地
処分

造成工事等

組合設立に向けた
各種検討・協議

下水道の変更

（各種説明会）



今後の都市計画変更のスケジュール
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実施時期 内 容 備 考

１２月１３日～１２月２７日 下水道の変更（案）の公告・縦覧
縦覧者：なし
意見書提出者：なし

１２月１８日 説明会（参加者：２名）
・下水道の変更（案）
・木津東地区のまちづくりについて

１月１７日 説明会（参加者：５名）
・道路の変更（原案）について
※木津東西線、奈良加茂線

１月２４日 都市計画審議会
市役所１階住民活動スペース 午後２時～
傍聴可能

令和７年度以降 説明会及び公告・縦覧予定

・下水道の変更（案）
・道路の変更（案）
・用途地域の変更（案）
・高度地区の変更（案）
・特別用途地区の変更（案）
・地区計画の決定（案）

〃 都市計画審議会予定 〃

〃 変更告示予定 〃

※木津東地区に
係る変更



Company

Logo
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説明終了

ありがとうございました

木津川市マスコットキャラクター いづみ姫


